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平成２４年第１回立科町定例議会会議録 

 

 

１．招集年月日 平成２４年３月８日（木曜） 

１．招集の場所 立科町議会議場 

１．開会    午前１０時 宣告 

１．応招議員 

    1 番 榎本 真弓    ２番 森本 信明   ３番 小宮山 正儀 

    4 番 土屋 春江    ５番  西 藤 努   ６番 田中  三江 

    ７番  山浦 妙子    ８番  小池美佐江  ９番 箕輪 修二 

１０番 宮下 典幸  １１番 橋 本 昭  １２番 滝沢寿美雄 

 

 

１．不応招議員  な し 

１．出席議員   １２名 

１．欠席議員   なし 

１．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

  町長 小宮山和幸  副町長 森澤光則   教育長 塩沢勝巳 

  総務課長 笹井茂  町づくり推進課長  笹井恒翁 

町民課長 今井正靖    農林課長 中澤文雄   建設課長 荻原邦久 

 教育次長  笹井伸一郎    観光課長 岩下弘幸 農業委員会会長 寺島秀勝 

ハートフルケアたてしな所長 佐藤繁信  会計室長 大澤正彦 

庶務係長  羽場春幸   

 

１．本会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  議会事務局長 今井民夫     書記 伊藤百合子 

 

 

 

 

散会   午後２時１１分 
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（午前10時00分 開議） 

 

議長（滝沢寿美雄君）これから、本日の会議を開きます。 

 議事日程の説明を願います。今井事務局長。 

 

事務局長（今井民夫君）   －－－議事日程朗読－－－ 

 平成24年第１回立科町議会定例会議事日程第１号 

 平成24年３月８日 木曜 午前10時 00分開議 

 第１ 議案第４号 立科町白樺高原環境整備基金条例制定について 

 第２ 議案第５号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例制 

          定について 

 第３ 議案第６号 立科町町税条例の一部を改正する条例制定について 

 第４ 議案第７号 町有林野貸付条例の一部を改正する条例制定について 

 第５ 議案第８号 立科町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

 第６ 議案第９号 立科町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

          て 

 第７ 議案第10号 立科町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 第８ 議案第11号 立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

          る条例制定について 

 第９ 議案第13号 平成24年度立科町一般会計予算について 

 第 10 議案第14号 平成24年度立科町国民健康保険特別会計予算について 

 第 11 議案第15号 平成24年度立科町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第 12 議案第16号 平成24年度立科町介護保険特別会計予算について 

 第 13 議案第17号 平成24年度ハートフルケアたてしな事業予算について 

 第 14 議案第18号 平成24年度立科町住宅改修資金特別会計予算について 

 第 15 議案第19号 平成24年度立科町下水道事業特別会計予算について 

 第 16 議案第20号 平成24年度立科町白樺高原下水道事業特別会計予算について 

 第 17 議案第21号 平成24年度立科町水道事業会計予算について 

 第 18 議案第22号 平成24年度立科町索道事業特別会計予算について 

 第 19 議案第23号 平成23年度立科町一般会計補正予算（第５号）について 

 第 20 議案第24号 平成23年度立科町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 第 21 議案第25号 平成23年度立科町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 第 22 議案第26号 平成23年度ハートフルケアたてしな事業会計補正予算（第４号）につ 

          いて 

 第 23 議案第27号 平成23年度立科町住宅改修資金特別会計補正予算（第１号）について 

 第 24 議案第28号 平成23年度立科町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について。 
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 第 25 議案第29号 平成23年度立科町水道事業会計補正予算（第４号）について 

 第 26 議案第30号 平成23年度立科町索道事業特別会計補正予算（第２号）について 

 第 27 請願第１号 年金2.5％の削減の中止を求める請願書 

 第 28 陳情第１号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書（案）の採択を求める陳情書 

 第 29 陳情第２号 若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書（案）の採択を求める 

          陳情書 

 以上です。 

 

◎日程第１ 議案第４号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第１ 議案第４号 立科町白樺高原環境整備基金条例制定についての質疑を

行います。質疑のある方の発言を許します。１番、榎本真弓君。 

１番（榎本真弓君）１番、榎本真弓です。 

 こちらの議案第４号 立科町白樺高原環境整備基金条例制定の、この詳細をお伺いしたいと思

います。この基金は今年度からスタートのようですので、やはり内容的なものが、どういうもの

に活用、またなぜこれを始めるのかというところを教えてください。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）お答えします。 

 この前、提案説明のときにはだいぶはしょって説明をいたしましたので、少し説明をさせてい

ただきます。 

 白樺高原は、町有地が大部分を占めております。そういう中で、町が地主という立場で貸付等

を行っているわけでありますけれども、この環境を整える、区間整備ですとか、あるいは景観の

整備あるいは不法投棄など、そういったものが、表には見えている部分もありますし、また見え

てない部分にもだいぶあります。そういう中で、そこに暮らしている皆さんから一定の町の貸付

料を徴収させていただいております中で、やはりそれらをもとに、一言言いますと、そういった

環境整備などを整えていくということが、今まで町の町費はもちろん使っておりますけれども、

そういった必要に応じて予算化をして整備をしてきたということでありますけれども、特に 近

についてはいろいろな指摘もされていまして、議員の皆さん方からもご指摘をいただいているこ

とが多々あります。そういう中で、貸付料の一部を基金として蓄えておいて、いざというときに

はそれらを充当させていただいて整備をしていくということで、やはりこれはこれから長く続く

ものでもありますので、今まではそういった基金的なものは、整備といいますか、用意してあり

ませんでしたので、その都度用意したわけですが、それらをこれからは事前に蓄えておいて、必

要に応じて使っていくと、そういうことで、今回この基金条例というものを制定させていただい

て、基金を設置するものであります。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はございませんか。９番、箕輪修二君。 

９番（箕輪修二君）これで、第２条で、一般会計歳入歳出予算で定める額と、今年は 800 万というふう
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になっていると思うんですが。これはずっとこの額でいくんですか、それとも上下させたり

するのか、お伺いしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）これは、予算の中に財産収入ということで予算が載せてあります。約その１割

程度を積み立てていきたいという考え方でおります。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はございませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）ただいまの総務課長のご説明ですけれども、環境整備とか景観整備等々について、

今までは必要に応じて予算化をしてやってきたということで、それを蓄えて行うというご説明で

ございましたけれども、環境整備等々については蓄えて行うべきものではないんじゃないかなと。

これは、やはり計画性を持って、長期振興計画ならば、長期振興計画５年のタクトだとか、短期・

中期的な計画を持って、毎年度景観整備というものを行うべきであって、蓄えて行うというのは、

あるところの年度、目標年度かなんかを設定しておいて、その中でやっていくということなのか。

そういうものがなければ、通常予算化、ある一定の環境整備に関する計画というものをつくって、

それに基づいて毎年度、一定の額を投じて環境整備を行うというのが本来の姿じゃないかと。例

えば、ふるさと活性化基金みたく、ずっと蓄えていて、何にも使ってないという状況になり得る

可能性もあるわけですよね。ふるさと活性化基金といういい名前を持ちながら、それを使ってな

いで、そのままずっと蓄えたままと、これも何か計画がなければ、そのまま蓄え続けてしまうと

いう結果にもなりかねないんじゃないかなというふうに思いますけれども、環境整備においては

蓄えておいていただくのはありがたいと思うんですけれども、だけどなぜ蓄えてやらなきゃいけ

ないのかなと。その都度、計画に基づいて予算化をすればいいんじゃないかなというふうに思い

ますけれども、なぜ蓄えるのかという、その点をちょっと。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）今、説明のほうで、たしか基金ということから想定しまして、蓄えるという言

葉を私は使いました。この蓄えを、それは何年も蓄えておくということとは、またちょっと違い

ますが、今までは全くそれがなくて、予算化をする中で、必要性があれば、貸付収入があるんで

すけれども、その中から一定の必要な部分だけを予算化していったわけですが、この基金を蓄え

るというのはちょっと語弊があるかもしれませんが、一定の我々のもとに、今度はこの財源とし

てしっかりとした形で充当をしていきたいということで、一定の基金として積むという、そうい

う行為はやはり必要じゃないかなということで、今までこれについては、思いつきではありませ

んけれども、検討を重ねてはきましたが、これから災害のほうの指定も、昨年説明会も行われま

したが、まだ完全なものではありません。立科地域の指定区域については、建設事務所のほうで

現在進めておるところであります。そういう中で、それらがはっきりすれば、非常にどなたさん

が見ても、急傾斜地ばかりの場所です。そういった場所の災害防止のためにも、それらを活用し

ていかなければならないと思っておりますので、それらのためにも、ぜひとも基金として設置を

しておくべきじゃないかなという考えのもとに、今回上げさせてもらったわけであります。 

 以上です。 
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議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）例えば、先ほどの箕輪議員からのご質問の中で、財産収入が8,000 万、その中の１

割を充当する。そうしたら、その１割については、毎年 800 万、予算化、計上して、そうい

う環境整備という計画があるならば、それに対して投じていけばいいわけだと。積み立てる

ことなく、800 万というものを常に環境整備に使えばいいということになるかと思うんです

ね。 

 私、これは防災対策も含めていますが、多分土砂災害等の指定が、今県のほうでこれからやろ

うとしている、そのための備えというのではないんですか。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）今、橋本議員さんがおっしゃるものが主たるものとなりますが、それらも含め

て、あくまで整備ということでうたってありますから、ご理解のほどをお願いしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）私、恐れますのは、この環境整備という言葉をつけているがゆえに、環境整備は基

金で蓄えていてやらなきゃいけないというと、通常の一般的な環境整備というものが、何か蓄え

が終わらなければやらないというようなふうに、逆に誤解を招くおそれがあるということで、ち

ょっとこの条例がおそれがあるなというふうに私は思っておりますので、そういうことはないと

いうことだけお答えいただければ、一般の通常での環境整備については、長期振興計画上の３年

間の実施計画等々に基づいて、毎年予算化をして行うんだということだけ、一言言っていただけ

ればよろしいかと思いますけれども。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）予算化はして使っていくということであります。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第２ 議案第５号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第２ 議案第５号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。11 番、橋本昭

君。 

11 番（橋本 昭君）毎年出てくる条例改正でございますけれども、小宮山町長初め３役については、み

ずからの報酬等を削減するということで、これについては敬意を表する次第でございますけれど

も、これが５年間、常態化をするということは、過去の歳入との、要は３役の報酬と当立科町の

歳入の構造とのバランスを見ますと、この常態化された、今の報酬というのが適正値じゃないか

なと。減額をされているというよりも、適正値になってしまったんじゃないかなという危惧を感

じるわけですね。 

 しかるに、まだ一度も特別職に対する報酬の審議会が開かれずに、こういう条例改正がされて
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いるという状態が続いているかと思いますけれども、これは町長にお伺いしますけれども、一度

今の状態の中で、この条例改正は、毎年やらなきゃいけないということになるわけですけれども、

審議会に答申されまして、諮問されまして、今の３役の報酬は妥当性のあるものか、適正値であ

るのか、低すぎるのかということを、一度審議をお願いしたらどうかなというふうに思いますけ

れども、町長のお考え方、その辺についてちょっとお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）考えなかったわけじゃないんですけれども、基本的に報酬審議会を開催しますと、

同様の近隣の町村と合わせるというのが大体の答えであります。と申しますと、はっきり申し上

げますと、給料は上がります。要するに、もとに戻るという意味です。ですから、私の場合、今

回、いろんな方々と相談を、今回ばかりじゃなくて、以前から相談させていただいた、またほか

の議員さんからも同様の質問をいただいて、常態化しているかという言い方はしなかったですけ

れども、私の場合は、いつ町長選というのがあるかわかりませんので、その新しい町長さんがど

ういうふうに考えるかはわかりませんので、そういったことは、今回のように、条例で、私の場

合はやっていきたいというふうに思っております。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）審議会の考え方が、町村と合わせるということでしょうけれども、現実的には、当

町の歳入構造、平成13年度から見たら、かなりずっと歳入は落ちてきているという状態の中で、

やはり適正値というのはあるんじゃないかなというふうな気がしますので、今年度ではなくて、

来年度にでも、やはり一度そういう審議会、公の場で審議をされるということをお願いをしたい

なというふうに、これは質問よりもお願いでございますけれども、よろしくどうぞお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかにご意見ございませんか。１番、榎本真弓君。 

１番（榎本真弓君）１番、榎本真弓です。 

 今回のこの改正されまして、その金額が374万というふうにお伺いいたしましたが、この金額

を、減額された場合に、どのようにこれから活用されるようになるんでしょうか。これは町長に

お願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）減額したものはどこへ使うかというと、この１冊、そっくりでございます。一般

会計に入っています。どこにと言われても、全体の財布ですから、この予算の中に、どこかに入

っていますよということですが、わかりますか。充当といっても、それは給与費が減っている分

は、どこか事業のほうに回っているということです。 

議長（滝沢寿美雄君）よろしいですか。ほかに質問、質疑はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第３ 議案第６号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第３ 議案第６号 立科町町税条例の一部を改正する条例制定についての質
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疑を行います。質疑のある方の発言を許します。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第４ 議案第７号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第４ 議案第７号 町有林野貸付条例の一部を改正する条例制定についての

質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）副町長にお伺いいたしますけれども、これは副町長と総務課長が説明をされまして、

副町長は今回の条例の改正の中で、町有林野を、題を変えることに対して、町の土地であること

を鮮明にするということで、立科町町有地という条例に修正するという説明をされましたけれど

も、昨年の９月に立科町普通財産の貸付に関する条例制定というのをしているんですよね。立科

町普通財産の貸付に関する条例制定というのは、今回の立科町町有地というのは普通財産の貸付

条例と同様ですよね。立科町が所有する土地は普通財産であると。ということは、立科町普通財

産の貸付に関する条例制定の中に立科町の所有地というものが含まれるというふうに理解した

ときに、今回あえてこの町有林野が立科町のものであるということを明らかにしたいという条例

の題名に変えるといいうことですけれども、逆にこういう立科町普通財産の貸付という条例があ

って、さらにまた立科町町有地の条例というふうにするというのは非常にわかりにくくなるんじ

ゃないかなと。逆に、町有林野が立科町の所有ということを明らかにするならば、単純に立科町

町有林野貸付条例に改めるべきじゃないかなというふうに私は理解しておりますけれども、次の

この表の70円に上げるということについては何も問題ないんです。 

 題だけを、今回、これは、多分改正の趣旨は、70 円が改正の趣旨で、たまたまそういう改正

があるから、この条例の題名を変えたんではないかなというように私は理解しておりますけれど

も、何か逆に複雑にわかりにくくなった条例になってしまって、条例の構成の中を見ても、町有

地という条例なのにもかかわらず、その町有地は、今度は立科町の所有する林野であるというよ

うに、また説明をされているような条例は、逆にわかりにくい。明らかに、初めから立科町町有

林野と、立科町の町有林野は立科町が所有する林野だというふうに説明すれば、それでいいわけ

であって、この条例は非常に複雑になっていると思いますけれども、副町長のご見解をお願いい

たします。 

議長（滝沢寿美雄君）森澤副町長。 

副町長（森澤光則君）これは議員さんのようなお考えもあろうかと思いますけれども、今回、町有地と

いう名前に変えた大きな理由といたしまして、別荘地等の貸付けが非常に低迷していると、こう

いう中で町の土地だということをより鮮明にして販売促進を図りたいと、こういう思いで、町有

地というものを前面に出そうということで、条例の表題部分を、それから条例中の文言を変えた

ということでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）販売上で条例云々というのは、買う側もそんな条例を見るわけじゃありませんし、
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あまり理由づけにはならないんじゃないかなと思いますし、逆に立科町町有地というふうな条例

をつくったときに、その条例を見た人は、町全体の中の、別に林野ではなくて、町有地全体の中

の貸付料というふうに誤解を招くと、私は思います。条例としては不備ではないかなというふう

に思いますけれども、もう一度その辺について、町長、副町長の見解をお願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）森澤副町長。 

副町長（森澤光則君）私は、誤解を招くというようなことはないだろうというふうに思っております。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第５ 議案第８号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第５ 議案第８号 立科町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第６ 議案第９号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第６ 議案第９号 立科町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。９

番、箕輪修二君。 

９番（箕輪修二君）18 歳までということで、この前の説明のときに、中学を卒業して働いていない者と

か、あるいは中学を卒業して働いて高収入を得ている者とかというものはこの中に入らないとい

うふうな説明だったように聞いていますが、中学を卒業して病気で働いていない者は失業や、あ

るいは就職難で就職してない人たちとか、そういうのはどういうふうになるのか、お答えくださ

い。 

議長（滝沢寿美雄君）今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）はい、お答えをいたします。 

 卒業して仕事につかない者ということでございますけれども、当然扶養になるということでご

ざいますので、そういう皆さんについては福祉医療の対象となるということでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第７ 議案第10号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第７ 議案第10号 立科町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

の質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 
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〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第８ 議案第11号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第８ 議案第11号 立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例制定についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はあ

りませんか。６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）この加工料金ですけれども、倍にしなければいけない理由をお知らせいただきたい

と思います。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）今回の条例の一部改正の中の料金改定につきましては、実は昨年11月にこの味

噌づくりの、皆さんの代表に値する皆さんにお集まりをいただきましてお話を伺ってみましたり、

また近隣施設の状況などを見ましても、立科町は本当に極端に安いと。高いところでは、味噌づ

くり、8,000円ぐらいの使用料金がかかっている施設もございました。この中で、麹発酵機を使

い、また交流センターの使用、当時は４日間、使っておりました。この中で、交流センターの使

用料が４日間で500円、そして麹発酵機使用料が500円、これは一日当たりに換算いたしますと、

大変に安い金額になってまいるわけでございます。このあたりを近隣並みに合わせるというよう

なことも含めまして、麹発酵機の使用料を１回500円から1,000円、そして交流センターの使用

料、これもいろいろ伺ってみましたら、水を使ったりガスを使ったり、当然電気も使っておりま

す。といたしますると、一日当たり1,000円がふさわしいではないかということの改定でござい

ます。よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）今のお話で、今 8,000 円もかかるところもあるということですけれども、近隣、平

均は大体どのくらいしているものなんでしょうか。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）近隣と申しましても、この味噌づくりの発酵をやっている施設がそんなに多く

あるわけではございませんので、一番高いところが8,000円ぐらいと。安いところと言いまして

も、従来は農大でもやっておりましたけれども、現在は行っておりませんので、ほとんど立科町

がメインになってくるかなと思います。よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ございませんか。６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）近隣がないということで、農大の場合は無料だったわけですよね。多くの皆さんが

味噌をということで使っていらっしゃるのに、ここで、そんなにないからということで上げると

いうことが出てきたということをちょっと不思議に思うんですけれども。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）今の交流センターの使用に関する問題につきましても、住民の皆さんに応分の

ご負担をいただきたいというお願い、それからヒアリングを行いましたけれども、この１回
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1,000 円というものは少し安いのではないかと、使っている皆さんからもそういうご意見がござ

いまして、一応お話を伺いました中で、こんなように考えていきたいなということで伺いました

ところ、そのぐらいは当然ではないかと、こういうお答えでございました。よろしくお願いしま

す。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第９ 議案第13号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第９ 議案第 13 号 平成 24 年度立科町一般会計予算についての質疑を行い

ます。議事整理上、歳入と歳出に分けて行います。初めに、歳入についての質疑のある方の発言

を許します。質疑はありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）大澤会計室長にお伺いいたします。今、世の中はＡＩＪ投資顧問で、年金資産が約

2,000億円消失したとかいう形で騒がれていますけれども、当町にはそういうことは当然ないと

思いますし、会計室長として１年間、手堅くいろんな形での運用をしてきたかと思いますけれど

も、 終年次を迎えまして、次の会計室にそういう手堅さの運用について、何か申し送りするこ

とがあれば、一言お話をいただければなというふうに思います。 

議長（滝沢寿美雄君）大澤会計管理者。 

会計室長（大澤正彦君）私のほうで考えているのは、会計室のほうでは、資金運用の関係のことで、い

ろいろ資金運用は難しいということで、私は感じたんですが、平成17年４月よりペイオフの解

禁になりまして、地方自治体みずから、地方自治体も自己責任というような問題があるんで、こ

れから資金運用するについて、やはり金融機関等の経営分析等、よく検討しまして資金運用をし

ていかなければいけないと思っています。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）２番、森本です。 

 歳入の中で使用料及び手数料、ページでいきますと、16 ページに教育使用料、教員住宅の使

用料が。昨年度から半額というような計上状況にありますけれども、教員住宅について、使用状

況等についてお聞かせをください。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）今議員さんのほうからも話がありましたように、ほぼ半額という状態でござ

います。大城につきましては10戸、それから上青木につきましては４戸あるわけですけれども、

ちょうど今、その半分、大城につきましては５人、それから上青木につきましては２人と、そう

いう状況でございます。 

２番（森本信明君）ちょっと末尾のほうがよく聞こえなかったけど、もう一度お願いします。 

教育次長（笹井伸一郎君）大城のほうも10戸あるうち、５人が入居しているという状況です。上青木の
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ほうにつきましても、４戸あるうち２戸が入っていると、そういう状況ですので、本当に半分と

いう状況です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）ページ、10ページの款１町税、項２の固定資産税についてお伺いいたします。 

 ご説明では、評価替のため、前年比 92％という説明を承りましたけれども、これは土地と家

屋に分けますと、土地が前年予算比99％、家屋については、前年度80％というふうな予算設計

をされておりますけれども、他市町の予算等々を見ますと、地価下落を理由に挙げているところ

がございます。 

 今回、土地を見ますと、これは前年比99％で見ておられますけれども、土地の評価について、

下落部分について、どのようにこの固定資産税の中に反映されたのか、ちょっとその辺について

お伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）土地のほうについては、こちらのほうの変動については、あまり見ませんでし

た。目と費目の建築物価がだいぶ３年前と下がってきておりまして、そちらのほうがやはり多い

ということで、そちらのほうを見させていただいて、土地については、一部そういったところも

考慮したところはありますけれども、全体ではありません。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）いつだったか忘れましたけれども、土地の評価について、固定資産税の評価のため

の路線価でしたか、かなり立科町も落ちてきているというふうに理解しているんですけれども、

それは一部地区だけを対象としたということですか。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）毎年、公表されているんですけれども、立科町全体での年は見てありません。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ございませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）ページ、22 ページの款 16 財産収入、項１財産運用収入の別荘等貸付普通賃貸料に

ついてお伺いいたします。 

 これは、前年と同額で8,000万ということで、今は、先ほど固定資産税に関して、土地の評価

に関して、反映はあまりされてないということでございますけれども、今現在、この8,000万を、

そのまま更改をしないと。この貸付料についても、固定資産税と同じ時期に、タイミングで３年

ごとの洗いがえをするというのが貸し付けの中で言われているわけですけれども、今回も8,000

万ということは前年並みと、平米40円というのだというふうに思っておりますけれども、土地

評価そのものは、全体的に落ちてきている中で、この貸付料について、それは今の３年間の洗い

がえで評価替をしなかったということについての見解について、ちょっとお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）毎年、洗いがえをしなかったということの見解ということでありますが、土地

については、条例の中でも単価がされておる中で、もともとほかから見ても低いということの中



 12

で、立科町の場合は対応しておりますので、そういった面から、その都度、いきなり上げたり下

げたりということはいたしておりません。低いというふうに私どもは見ておりますので、変動は

それほどしないということであります。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）ページ、11ページの款１の町税の入湯税、一昨日の一般質問の中で、森本議員の質

問で、総務課長のほうは、新たな財源として入湯税というお話をされていました。それで、今回、

予算を見ますと216万、23年度予算が120万ということで、96万円の増額となっております。

町長からのお話で、新たな事業者を増やすのは非常に難しいというようなお話もございましたけ

れども、今回、この216万というのは、まず一事業者であるか、昨年と同じ事業者であるかとい

うことと、96万が増額になったというのは23年度の実績ベースでの予算化なのか、その辺につ

いてお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）この内訳は、今のところは確定した中で、１観光事業者でございます。実績ベ

ースで見込んでおります。 

〔（なし）の声あり〕 

議長（滝沢寿美雄君）質疑なしと認めます。これで歳入についての質疑を終わります。 

 次に、歳出について質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。２番、森本信明君。 

２番（森本信明君）２番、森本です。 

 それでは、款の５の保健衛生費、その中で、ページでいきますと、75 ページの佐久医療セン

ター事業費ということで、前回12月の中で私も質問をして、佐久総合病院の医療センターの負

担ということで、若干触れさせていただいたんですが、今回新たな今年度計上されている額で、

副町長のほうからも、24、25 で、２カ年にわたって負担、拠出をされるということであります

が、この事業の概要と、それから算定基準、算定方法というか、こういうものについて、細かく

ご説明をお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）この広域連合の関係での佐久医療センターについては、私が広域連合のほうの

会議の幹事ということで説明を受けてきておりますので、そこの中で説明させていただきます。 

 佐久総合病院、佐久医療センターでありますけれども、これは建設する場所については佐久市

の中込というところであります。それで、敷地面積については、12 万 9,100 平米の敷地でござ

います。建築面積は２万442平米、それが今の建築面積。建物の延面積としましては４万9,861

平米でございます。建物の構造については、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、また一部に

ついては鉄骨・鉄筋コンクリート造ということで、地下１階・地上４階であります。建物の高さ

については 19.9m ということで、約 20m ほどの高さになります。工事期間については、昨年の

12月 16日、起工式が行われたようですが、12月 16日から2013年９月30日までの予定という

ことでございます。 

 次に、負担割合でございますが、佐久総合病院の全体事業費が225億円ということであります。
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そのうちから、自主財源 145 億円を除き、残りの公的支援としまして、80 億円ということであ

ります。国・県、自治体というところからの支援ということになります。 

 なお、国への地域医療再生基金、ほかということで、申請はしたようですが、一部、ちょっと

少ないということで、現在まだ引き続き国・県への要望をしておるというところであります。 

 なお、佐久地域におかれましては、一応40億円を負担するということになっておりまして、

佐久広域連合と佐久市でそれぞれ負担するということになっておったわけでありますが、佐久医

療センターが第３次医療の機能を秘めているということから、上田地域にも財政支援を求めてい

るところであります。なお、その金額については、まだ決定しておりません。上田市のほうで検

討しておるようでありますが、それが決まりますと、現在のところ、まだこれは未確定でありま

すが、約 17.5％の７億円ほどを見込みたいということで、佐久のほうでは見ておりますが、ま

だ決定しておりません。なお、40 億円があくまで負担する金額ですから、そこから上田地域の

財政支援分を引いて、残りの、それぞれ２分の１ずつを佐久広域連合と佐久市で、折半でもつと

いうことであります。 

 なお、24年度と25年度で負担をしていくということになりまして、佐久広域連合の場合には、

各11市町村において均等割20％、それから人口割80％という基準で割合が決まってきたわけで

あります。24 年度については、一応数字が 2,866 万 9,000 円ということで、立科町は割り当て

が来ましたが、なお25年度につきましては、上田市が決まり次第、 終的に調整がされて、金

額が決まるということであります。 

 なお、24年度は30％を見込んで、６億円ということであります。25年度については、今のよ

うな状況が見込まれておりますので、あと残りを精算するということであります。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）ちょっと補足だけさせていただきたいと思います。 

 今回の、この町の支出する予算のことのほかに、当初、40 億、国から予算をいただきたいと

いう要望をして、現在は31億 5,000 万ほどしか来ておりません。その８億5,000 万が、今不足

しておりまして、これをどこで出すかというと、今の段階では地元です。地元というか、地元と

事業主ということになるんですけれども、そういうことで出ていません。加味されていません。

40 億というのは、だからもっと増えるというふうになるわけですよね、８億 5,000 万足りない

わけですから。 

 それから、上田市もまだ決まってないんで、この試算の中にはまだ入ってないはずです。立科

町、今の段階で割合が、１億弱が立科町全体の負担になっていますので、今後、上田市からどの

くらいとか、それから残りの８億5,000万のうち、例えば事業者、例えば厚生連がどのぐらいも

つとか、そういう話し合いがまたされないと正確なものは出てきませんけれども、今現在はこん

な感じで、約１億弱ぐらいが立科町の負担で、今年度このぐらいというふうにとらえてもらった

ほうがよろしいかと思います。当然、だから、私の予想とすれば、将来負担は、補助金等が入っ

てこないということであれば、今の１億をちょっと上回る可能性もあるのかなというふうに、
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終的に思います。ただ、もう少しいろんな話し合いがなされてこないとはっきりした数字は出ま

せんけれども、今の段階で一番大きな問題になっているのが、その８億5,000の不足していると

いう部分、それをどこでどう負担していくかというのは、ちょっとまだ詰めができてない状態で

すので、ご承知おきだけしておいてもらいたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）２番、森本信明君。 

２番（森本信明君） 終的な数字は、広域とか国の補助金とか他の補助金が、歳入見込みが、要望して

いると、こういう状況であるんですが、支払期間について、24・25、２カ年ということで決まる

ということですか。そうすると、今町長の答弁であると、残りの１億弱が立科町負担、見込みが

想定をされると、来年度で残りの部分、今年度は2,866 万 9,000 円が計上されているんで、24・

25、２カ年ということなら、 終的にいけば、来年度予算で約７億7,000万ぐらいの計上見込み

ということでよろしいでしょうか。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）現在、佐久広域のほうでの説明はそういうことになっていますので、恐らくそれ

でいくと思います。ただ、状況が、ちょっと予断を許せませんけれども、一応そういう構想で進

めていますので、大丈夫だというふうに考えております。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。４番、土屋春江君。 

４番（土屋春江君）３点ほどありますけれども、よろしいでしょうか。 

 民生費の関係ですけれども、65 ページ、目保育所建設費、その中の説明欄に、保育所、これ

からの子供たちが楽しみに待っていると思うんですけれども、工事請負費の中の800万と備品購

入費、工事請負費だけでいいですけれども、その遊具設置工事費、この遊具設置というのは、何

基設置して、どのようなものを設置するのか、お聞きいたします。 

 その次に、教育費のほうになりますけれども、114 ページ、蓼科高校通学車両運行に 420 万、

このバス運行のルート、新しく、多分設置されたと思うんですけれども、ルートをお聞きしたい

と思います。そして、今度、その蓼高に多くの子供たち、生徒が入学していただきたいというこ

とで、そのルートを新しく設置したと思うんですけれども、そのルート。それから、そのルート

が設定されて、そちらの方面から来る、その利用者数、今、きのうおとといですか、高校入試が

行われているんですけれども、利用者数の見込みというところをちょっと教えていただきたいと

思います。 

 それと、もう１点、同じ教育費の120ページですけれども、学校給食費の中に小学校、中学校、

今までは掲載されていなかったんですけれども、パン輸送というのがあるんですね。パン輸送と

いうのは、今までの、その予算の中になかったんですけれども、これはどういう経緯でこういう

ふうになったのかを、説明、お願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）３点について、お答え願います。笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）まず、65 ページの保育所の関係での遊具の設置の内容ということでございま

すけれども、まだ、大変申しわけないんですが、はっきり何基ということまでは、今決まっては

おりません。古いものも、使えるものは移動をしていきたいというふうに考えています。本来で
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すと、きっちり決まっていれば一番いいんですけれども、まだちょっとそこまで決まっておりま

せんので、古いものを含めた中で、新しいものを検討しながらというふうに、今の段階では考え

ずおります。 

 それから、114ページの蓼科高校の利用者のバスの関係ですけれども、一応小諸方面を見込む

ということで、小諸東地区からルートはどういうふうに通ってくるか、布下を通ってくるように

なるのかなというふうに思っているんですが、一番近いルートでと思っております。 

 何名ぐらいということに関しましては、はっきりしませんけれども、４～５名になるのかなと

いうことで、蓼科高校のほうから、一応話を聞いております。 

 それから、パンの輸送費の関係ですけれども、確かに従来はパンの輸送費については、実を言

いますと、計画から申しますと、給食費のほうから材料費として徴収いたしますけれども、そち

らのほうから支払っていただくというのが実態でございます。 

 ただ、このパンの輸送費につきましては、もともとパンの原価は、長野県下、統一した価格と

いうのを、実は設定をしております。大量に消費するということから、安価に抑えるというよう

なことで、組合のほうと話をしながら、統一の価格を決めているわけですけれども、それにつき

ましては、先ほど言いましたように、材料費のほうから払ってはいたんですけれども、一般的に

他町村の状況もお聞きする中で、輸送費は、実は別に支払っているという状況がありまして、そ

の輸送費につきましては、パンの材料費のほうがお金を転嫁していないというのが周辺の市町村

の状況だということで、それについては、どこの市町村につきましても、一般会計のほうで輸送

費については見ているということで、いわゆるその輸送費については、保護者の皆さんに材料費

としての価格へ転嫁をしない方法にさせていただいたということです。従来は、そのお金につい

ては給食費から出していたということですけれども、今回、一般会計のほうで見ると、こういう

形をとらさせていただいたということでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありますか。４番、土屋春江君。 

４番（土屋春江君）蓼科高校通学車両運行に関してなんですけれども、町長、この点について、ちょっ

と何か詳しくわかれば。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）この 420 万を蓼科高校の通学の補助に用意したというのは、しょっちゅう申し上

げていますように、蓼科高校に大勢の生徒が来ていただきたいという大きな願望がもとでご

ざいます。 

 420の根拠といっても、何人合格して何人来ていただけるかというのは、まだ発表されており

ませんので、未定ですが、１人でも、やはり運行しないといけません、約束した以上はですね。

そういうことも含めて、先ほど次長が４人、５人、６人と言っていますけれども、正直なところ、

まだ発表があるまでわかりません。そういった中で、今回420万計上させてもらっていますけれ

ども、万が一ゼロということになれば、これは削除です。また、次年度、新たにまたスタートし

直しということになるかと思います。そんなことで。この蓼科高校の大勢の皆さんに来ていらっ

しゃってもらうということを願っての予算でございます。よろしくお願いします。 
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議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありますか。５番、西藤努君。 

５番（西藤 努君）２点ほどお伺いします。 

 まず、ページ、56 ページでございますが、この中で結婚推進ということで、昨年の当初予算

と同額ということですね。これの成果といいますか、成功されたのか、この辺の事業内容をお聞

きしたいと思います。 

 それから、ページ、123ページの中学校ですが、ここにハトよけのネットをやるようになって

おります。これは、ハトとなっていますが、やっぱり邪魔というか、ちょっと衛生的な面もいろ

いろあってやるんだろうけれども、鳥が集う学校と言ったら、ちょっと変な言い方ですが、やっ

ぱり小動物が通ってくるというのも一つのかわいい面もありますが、これはそれすらもだめなん

だというふうなとらえ方で、どの辺にこれは設置されるのか、その２点、お願いします。 

議長（滝沢寿美雄君） 初に、今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）それでは、結婚推進事業の関係についてご説明をさせていただきます。 

 現在、社協のほうで５名の推進員さんをもって、結婚推進事業に当たっていただいております。 

 成果ということでございますけれども、お見合いまでは結構進むということでありますけれど

も、その後、ちょっと進展ができないということで、23 年度については成果ゼロということで

報告をいただいております。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）中学校のハトよけネットですけれども、現在そのハトは中学校の正面玄関、

２階の部分の天井に巣をつくっているという状況で、そこに集まってきているという状況があり

ます。今も朝、教頭が必ず朝掃除をしなければいけないというような状況にありまして、鳥です

からかわいいという部分もあると思いますけれども、糞とか、そういったものは非常に衛生的に

も悪いという部分もございますので、そのことでネットをぜひともつけたいということでござい

ます。 

議長（滝沢寿美雄君）５番、西藤努君。 

５番（西藤 努君）正面玄関じゃどうしようもないというか、お客さん等に被害が出ちゃいけないとい

うんですが、これがハトじゃなくて、ツバメもおりますか。中学校でツバメもつくっているよう

な感じもあるんですが、ツバメは、多分何とかやって、そのまま皆さんの目に触れるようにして

いると思うんですが、これはえらい大きな意味はないんですが、やはり小動物を愛護するという

部分から見て、今回、これはもう正面玄関ということで、これは当然やらなきゃいけないんです

が、そのほかの場所につくっているようなものについては、情操教育といいますか、そういう面

で、なるべくそこら辺も活用したような形になればいいなと思いますが、その考え方だけでよろ

しいですので、例えば、特に目立つのは、これからはツバメですが、そういう部分も、やはり教

育、生活の一風景として、駆除しないで利用していく、活用していくというような考えはお持ち

かどうかということで、その辺の考え方でいいですので、お願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）当然教育的な面から見ますと、動物愛護ということは非常に大事な部分です
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ので、それはそれとして教育の中でしっかり子供たちに教えていくということはあると思います。 

 ただ、今回、もう駆除するということではありませんので、入ってこないようにするというこ

とですから、殺したりするということではありませんので、その辺のところはそのようにご理解

をいただきたいなというふうに思います。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。１番、榎本真弓君。 

１番（榎本真弓君）１番、榎本です。お尋ねいたします。 

 商工費ですね。ページ数でいきますと、97 ページ、観光振興費の中の補助金についてお伺い

いたします。白樺高原観光協会で700万ほどありますが、こちらの内訳明細をお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）岩下観光課長。 

観光課長（岩下弘幸君）それでは、お答えをしたいと思います。 

 白樺高原観光協会も、数年、法人化に向けて、いろいろな構想を練りながらやってきたと、そ

の中で、今年の４月１日に一般社団法人化をするということの中で、名前も蓼科白樺高原観光協

会という名称で協会が頑張っていくということのようです。 

 その中で、定額分としまして、217万 6,000 円の補助があったわけです。そのほかに、イベン

トをお願いをしているという中で、マラソン大会に対しての240万の補助、それから花火につい

ては40万の補助があったわけですが、協会の運営に対しまして、今まで職員がやっているとき

は、職員の給与費で負担をしていた。それから、臨時職員で、一昨年ですか、一昨年は移行に関

係する部分については、賃金のほうで見ていた部分があったわけでございます。 

 定額分の中に、自立をしていく中では、賃金ですとか給与費というわけにいきませんので、補

助金の中で対応していきたいと。それにつきましては、役場の職員がやっている場合、平均給与

を見ますとその部分、それに仕事のボリュームを換算をした中で算定をしまして、それが 220

万ということです。これについては、定額の補助としてやっていきたいということでございまし

て、合計をいたしますと、ここにありますように、717万 6,000 円の補助金ということでござい

ます。この内訳については、今言いましたように、定額部分の部分、それから事業、イベントの

分も入っているということで、ご理解をいただきたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。２番、森本信明君。 

議長（滝沢寿美雄君）町民課長にお聞きをいたします。ページでいくと、77 ページ、衛生費の、目でい

きますと、３の母子保健費でありますが、昨年でいきますと、母子保健報酬１万6,000円が計上

されていたわけですけれども、今回、この母子保健委員という報酬が計上はされていません。あ

わせて、その母子保健委員という、この位置づけ等、今回、報酬費が載ってないわけですけれど

も、その辺のことと、それから健診と賃金ということで227万 9,000 円、これは今年度、166万

6,000 円という額で計上がされています。あわせて、この賃金の支払と、それから健診委託料と

いうことで、委託料で組まれている部分があるんですが、その辺のところの賃金の支払先等も含

めてお聞かせをください。 

議長（滝沢寿美雄君）今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）はい、お答えをいたします。 
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 まず、委員報酬のほう、ちょっと資料を持ってきておりませんので、後でまたご説明をさせて

いただきます。 

 それから、健診の賃金でありますけれども、227万 9,000 円を計上させていただいてございま

す。これは、３歳児健診、２歳児健診の健診での看護師の賃金、それから23年度から発達障害

児の支援医を雇用いたしました。これも、平成24年度、引き続き雇用していくという考え方で

ございまして、この賃金が増えていくという内容でございます。 

 それから、乳児一般健康診査等の125万 4.600 円の内容でございますけれども、これにつきま

しては、心理相談員による巡回相談を行っていくということで、事業費を増やしてございます。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ここで暫時休憩とします。再開は11時 30分からです。 

（午前11時15分 休憩） 

 

（午前11時28分 再開） 

 

議長（滝沢寿美雄君）休憩前に戻り、議事を再開します。 

 ここで、今井町民課長より発言を求められていますので、発言を許可します。今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）それでは、先ほどの森本議員さんの質問、１つにお答えできませんでしたので、

お答えをさせていただきます。 

 報酬が載ってないということでございますけれども、これは母子保健連絡会の委員の謝金とい

うことでございまして、支出科目が報酬ではちょっとふさわしくないというようなことでござい

まして、８節の謝金のほうに振りかえて、同額を計上させていただきました。よろしくお願いい

たします。 

議長（滝沢寿美雄君）引き続き、質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。10 番、宮下典

幸君。 

10 番（宮下典幸君）それでは、３点ほど質問したいと思います。 

 ページ、38ページですけれども、15085の樽ヶ沢温泉の井戸の関係ですけれども、この工事内

容ということといつごろやるのか、その点、お聞きしたいと思います。 

 それと、53ページの15085、露天風呂の改修ということですが、いつごろどのような内容でや

るのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それと、45 ページのがんばる地域支援金ですか、これはたしか申請して、締め切りがあるか

と思いますけれども、地区によっては、区長、部落長も、４月から新しい区長、部落長になるこ

ともありますので、それからいろいろ考えて申請するということは、締め切りに間に合わないと

いうこともございますので、年間通して、その締め切りを考えていったらどうかと思いますが、

その点についてお伺いしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）まず、 初に笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君） 初に、38 ページの樽ヶ沢温泉井戸保護工事でございます。これは、樽ヶ沢の
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温泉井戸、あれがまだ、源泉といいますか、施しがその後、されておりませんで、あの場所が土

を埋めております。それに合わせて、ケーシング、保護することですけれども、そのケーシング

工事を行うというものです。ただ、そのものだけを立ち上げても、狂ったりしてしまうもので、

周りに泥を固めながら立ち上げていくと、道の高さまでは立ち上げなければ使えませんし、また

周りも埋まってきますので、それに合わせて行うという工事で、まだ時期、何月というわけには

ちょっといきませんが、泥がどんどん入ってきておりますので、それに合わせて行っていくとい

うことであります。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）お答えをいたします。 

 まず、53 ページにあります温泉館、露天風呂縁石工事でございますけれども、これは男性、

女性の露天風呂、それぞれ縁に縁石を組んであるわけですが、現在石でできております。それが

剥げ始めているということで、その工事をできるだけ、新年度になりましたら早い時期に発注を

していきたいというふうに考えておりまして、具体的には何月というのは決めてございませんが、

できるだけ早く直すべきものは直していきたいというふうに考えております。 

 それから、もう１点のがんばる地域応援事業、45 ページの関係でございますけれども、議員

さんおっしゃいますように、確かに４月、区長。部落長さん等の改選があるという中で、おっし

ゃるとおりだと思います。 

 一応、従来も申込み期限を定めて実施をしてきております。そんな中で、予算が200万という

ことで、毎年やっておりますけれども、予算の範囲の中で、まだ余裕がある場合には、年間を通

して２次募集をしたり、あるいはまだ事業として実施できるのだというような広報をする中で実

施してきておりますので、原則期限は定めておりますが、年間を通しての事業と。ただ、２月、

３月になって申し込まれても、それが事業として完了するかという部分はございますけれども、

年間を通してやっているという実態になろうかと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）10 番、宮下典幸君。 

10 番（宮下典幸君）今、樽ヶ沢の温泉の関係ですけれども、これは立ち上げただけで、利用方法という

のはまだ考えておらないということでいいですか。温泉スタンドとか、そういうようなことはま

だ考えてないということでよろしいですか。 

 それと、今の露天風呂の関係ですけれども、縁が老朽化しているということですが、露天風呂

を見るに、狭いんですよね。できれば、ついでにもう少し、倍に広くするようなことがいいでは

ないかと思いますが、町長にその点はお聞きしたいと思いますが。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）立ち上げてからの、後のことについては、まだこちらのほうでは、しっかりし

た計画はできておりません。観光の拠点ともなるべき場所でもあると考えますので、その辺のと

ころは、また観光事業のほうにも計画を立ててもらってやっていくということで考えております。 
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 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）権現の湯も、魅力のある権現の湯にしていきたいということで、確かに大きくし

て、ゆったりとした湯船になれば、それはすばらしいことだなとは思うんですが、今現在も必ず

しも大きな黒字を出しているというふうでもありませんので、今のところ、町全体も手元不如意

でございますので、今回はこの程度で、少し様子を見させていただきたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）まとめて、３件ほど、民生費２件、あと教育関係で１件お伺いいたします。 

 ページ、56 ページの、先ほど西藤議員から質問のありました結婚推進事業で、今ご答弁の中

で、お見合いには至るんだけど、成果はゼロだったというお話でございますけれども、これは社

協に対する目的が定まった補助事業であります。したがいまして、お見合いをされた件数につい

てお伺いいたします。 

 それから、ページ、62ページの款３民生費の児童福祉費の目３保育所総務費、ページ、62ペ

ージですね。講師謝礼等で98万 5,500 円という、非常に詳細な予算が組まれております。説明

では、幼稚園教育研修のための幼稚園教諭に対してのというふうに説明されたと思うんですけれ

ども、これは１名分なのか、期間はどういう形でやるのか、それについての詳細について説明を

いただきたいと思います。 

 それと、もう１つ、教育次長のほうにお伺いいたしますけれども、先ほどの幼稚園のほうも教

育次長になるんですね。それで、もう１つ、中学校の指導要綱が変わりまして、何か立科中学校

は剣道が必修科目ということになるというふうにお聞きしておりますけれども、当然武具等はチ

ェックをされているかと思いますし、また指導者をどういうふうにするかということがあるんで

しょうけれども、それについては、今回の予算の中にはそういう修繕だとか、そういうようなも

のの予算化はされてなくて、すぐ速やかに24年度４月からそういう体制が整えるというふうに

理解していてよろしいか、それだけちょっと確認をしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）見合い件数ということでございますが、大変申しわけございません。ちょっと

私、現在手元に把握してございませんので、後ほど回答させていただきます。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）武具等がそろっているか、また講師がということでございますけれども、武

具については、現在あるということです。講師につきましては、今クラブ活動等でもお願いして

いたりする経過があるんですけれども、そういった皆さんを通じながらお願いしていくというこ

とも出てくるかと思いますけれども、基本的には体育の講師のほうで努めるということになりま

す。 

 62 ページですが、それから、今、運動遊びということで講師の方をお願いしているんですけ

れども、その皆さんの講師の謝金ということになります。一回当たりの単価が7,875円というよ

うな細かい数字になっておりますので、そういった皆さんにお願いしていくと。それの内訳です
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けれども、年少・年長・年長と３回、それぞれ分けて行います。それが、それぞれ３園ございま

すので３園分、それに対する12カ月分ということです。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）先ほどの中学校の剣道については、武具がそろっているということで、指導員とか、

そういうものについては予算化しなくても十分対応できるというふうに理解してよろしいんで

すね。その指導者に対しても、謝金とか、そういうものも必要ないという、先生が指導するとい

うふうに理解していてよろしいんですね。 

 それともう１つ、今の幼稚園のあれは、12カ月分でという考え方で、12カ月分という形で設

定をされたということですね。12カ月分としてということですか。そうすると、12カ月分でお

られるということですか。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）12 カ月分でございます。ですから、一月当たり、例えば年少ですと１回とい

うことになります。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）そうしましたら、所管の事項でございますけれども、理事者の方がおられる中で質

問をしたほうがよろしいかと思いまして、あえて質問をいたします。 

 ページ、43 ページの款２項第１総務管理費の第５次長期振興計画住民意識調査 200 万という

のが計上されております。これは第５次に移管する、事前の意識調査でやることだと思いますけ

れども、既に決まってはまだいないのかどうかわかりませんけれども、調査委託先というのは、

前回と同じような調査委託先なのか、また調査の内容については、前回と同じような調査方法を

とられるのか、それについてちょっとお伺いいたします。 

 それから、同じく、その中の補助金、地域ブランド構築事業508万、これは立科への全額の補

助かというふうにお聞きしたと私は思っておりますけれども、それが正しいことかどうか、ちょ

っと確認をしていただきたいということと、この８万という数字が、また細かい数字がついてお

りますけれども、もう何か特定とした補助金であるのか、その内容についてお伺いいたします。 

 それと、もう一つ、これは町長にお伺いいたしますけれども、地域ブランド構築事業というの

が、この予算書の中では地域ブランドについては、立科ブランドということで、農林課のほうで、

創作料理等々について予算計上されておりますけれども、地域ブランドについては、ここだけが

508万という形で計上されています。 

 地域ブランドについては、22年度において地域ブランド構築事業を行いまして、23年度、そ

れを受けていろいろな活動をする、それでまた24年度に引き継ぐという内容になっているはず

なんですけれども、ブランドのグランドデザインへの取り組み等々について、たてしな屋は何を

やるかといいますと、ブランドグランドデザインへの取り組みの中で、地域間交流と地区間交流

を行う中の中核的な存在としてたてしな屋があるべきだというような提言になっているかと思
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います。これに対して地域ブランド構築事業として508万というのが、すべてたてしな屋の中で

消化されるのか、ちょっとこれは再確認をしますけれども、何か地域ブランドがたてしな屋に特

化してしまったんじゃないかという印象があるんですけれども、それについて町長のお考え方を

ちょっとお伺いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君） 初に、笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）お答えをいたします。 

 まず、第５次長期振興計画住民意識調査ということで、24 年度に 200 万を計上させていただ

きました。これは、27 年度から始まります第５次の長期振興計画を策定するに当たっての住民

意向調査という考え方でございます。 

 委託先、あるいはこの調査の内容につきましては、今後といいますか、これから策定委員会等

の中で中身をつくりまして実施をしていくということになります。 

 今、事務局で考えておりますのは、前回までは全世帯、世帯主に対する意向調査という形で実

施をいたしました。その反省といいますか、分析の中で、どうしても世帯主となりますと、年代

層、性別が偏るというような分析の中で、第５次については、個数といいますか、対象数は1,000

名というような考え方をしておりますが、その中で、無作為の中で住民の皆さんの意見を把握し

ていきたいというような考えをしております。 

 長期振興計画の関係につきましては、以上でございます。 

 それから、地域ブランドの508万円という、８万円まで出ているということでございますけれ

ども、これはすべてたてしな屋での構築事業に対する補助金の関係でございます。たてしな屋の

ほうでは、24 年度、地産地消の事業あるいはインターネット等による販売、大消費地への販売

促進と、あるいは宅配便、こういった事業を予定をしております。その事業に対しまして、補助

をする額が町として508万という形でございまして、事業費に対する応分の町の補助という考え

方で、508万円という金額になっております。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）費用的なことは、今担当のほうから説明させてもらいましたので、ご理解してい

ただきたいと思うんですが、この地域ブランドにつきまして、いつも私、お話ししていますよう

に、地域ブランドは幅広いですよね。そういう中で、いろいろと調査もしてきてもらいましたし、

それからようやくけさ出てきたものもあるんです。それは、すべてブランドという言い方はしま

せんけれども、たてしな屋は農業振興公社でございますので、農業を主体としたブランド事業が

比較的多いです。関連したものも何でもお手伝いするんですが、そういう感覚があります。 

 それ以外にも、グランドデザイン、今、町づくりのほうでまとめていますけれども、その中に

は、農業振興ももちろんあるんですが、観光もございますし、それから、いわゆる前からお話し

しています立科の教育の問題もありますし、環境はあったかどうかはわかりませんが、ちょっと

幾つかあるんです。そういったものが、今まで調査されたもの、外注で出して出てきたものをま

とめたものが、今町づくり推進課のほうでまとめているんです。その中で一番目立っているのが、
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今のところ、去年から進んでいますので、たてしな屋、農業振興のほうに今ウエートがあります。 

 ただ、ほかのところでもブランド化させていきたいという思いがあるわけですよね。例えば、

教育にしたって、立科独自のものが、やはりブランド化になるんでしょうし、福祉も、高福祉に

なれば、当然ブランド化ということになるわけですから、そういったものは平常の中でもやって

いかなきゃいけない。だけれども、それのもとにという、こんなものだよと、こんなふうに考え

ているというものは、今やっていますので、農業振興について目立っていますけれども、現実的

には、例えば将来的にハートフルケアの機能強化になれば、そういうものもやはり一つ売り出し

ていくと、こういう考え方でございますので、これは何もたてしな屋、農業振興公社だけに地域

ブランドを任せているということではないというふうにご理解していただきたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）町長のお話の趣旨は分かりましたけれども、そうしますと地域ブランドについては、

今そういう取りまとめ中、これからいろんな局面のものが出てくるということは、今後、補正等々

で対応するというふうに理解をしておきます。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきますけれども、ページ、87 ページ、款５農林水産

費１の農業費の中の陣内森林公園の管理の関係なんですけれども、この予算の中を見ますと、有

線とか電話料が費用計上ないわけですね。電気料も前年と同額ということは、これは、平成 22

年度に利活用をいたしまして、その調査結果を受けて、どういう形で利活用をしなきゃいけない

かということが出るという予定になっておりました。実際はそれがおくれて、23 年度も調査中

というお話を伺っておりますけれども、来年度もまた同じような状態になっているのかと。この

予算を見ると、来年度も全く同じような時期に見受けられるんですけれども、利活用調査の結果

はどうなっているんだろうかということをちょっとお伺いいたしたい。 

 それから、もう１つ、もう１件は、ページ、106ページ、款７の土木費、項４住宅費の調査測

量委託料で、女神湖町営住宅に関する調査費が計上されて、いよいよ進むかなというふうに予算

では見受けました。 

 これは、私も以前の一般質問の中でお願いをしておりますけれども、まずこの女神湖の町営住

宅に対する町の考え方を明らかにされて、それを町民の地域住民に対する説明というものも少し

行わなければいけないんじゃないか、それに合わせて調査を同時並行で行っていくべきじゃない

かというふうに私は考えるわけですけれども、その辺での町長のお考え方をちょっとお伺いいた

します。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）お答えいたします。 

 まず、森林公園管理経費の中に電話代、有線代が含まれてないではないかということでござい

ますけれども、現状の考え方の中では、今、漁業組合がございますけれども、そちらに管理をお

願いしていると、こういった状況でございまして、電話、有線等の使用については、とりあえず

引き揚げると、こういう考え方でございます。 

 将来的な展望に関しましては、確かにおっしゃられるとおりでございまして、ようやくまとま
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ってまいったわけでございますけれども、体験施設、いわゆるあそこは水が豊富なところであり

ますし、また空気もきれいなところでございますので、このあたりに水を利用したものの体験施

設を考えてまいりたいというところでございます。よろしくお願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）この調査測量委託は計上させてもらいましたので、そうした中で、先ほど議員さ

んのおっしゃいますようなことも含めて調査させていただいて、方向を定めてまいりたいと思い

ます。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）先ほど陣内森林公園ですけれども、この予算上では、24年度は今までと同じだとい

うふうに理解してよろしいんでしょうか。利活用調査の結果を受けて、新しい方向性がまだ見出

せないという考え方ですか。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）24 年度、当初といたしましてはそういう考え方でございます。また、時期がま

いりましたら、ご相談申し上げてまいりたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）これは総務課長にお伺いしたいか、町長になるか、ちょっと大きな問題でございま

すので。今、首都圏の自治体では電気料の問題が非常に大きく、自治体の各施設とか、そういう

ようなところに対して、ＰＰＳという、特定規模電気事業者の電力をいろいろ考慮されていると

いうお話が伝わってきておりますけれども、立科町の電気料というのは、特別会計を除きますと、

年間で約、予算上では4,800万、電気料全体がですね。特定、例えば白樺下水だとか索道事業を

含めますと、9,800万が年間の電気料になっています。中部電力が、今後、電気料をどういうふ

うに値上げされるか、よくわかりませんけれども、こういうＰＰＳというものに対する考え方と

いうのはまだ研究はされてないんでしょうか、そこだけをちょっとお伺いします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）その話も、ようやく伝わってもきつつありますけれども、まだちゃんとした検

討には入っておりません。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。６番、田中三江君。 

６番（田中三江君）83 ページの鳥獣被害、有害鳥獣捕獲ですか、87万 2,000 円、これの内訳、それから

どこへお支払いになるのか。 

 それから、もう１点、87 ページの、今橋本議員がおっしゃっていました、その森林公園の管

理費ですけれども、電気料が42万、昨年も42万、今回も42万ですけれども、あそこは閉めて

いるかと思うんですよね。閉めてあっても42万もかかるという、これがちょっと不思議に思う

ところですので、内容をお知らせいただきたいと思います。 

 それから、93ページの町内企業の皆さんに雇用促進事業、150万、載っておりますけれども、

これは昨年、町内企業で雇用する方に１人30万円ずつということで、昨年は20人分用意をされ

たと思うんですが、今年150万ということで、そこらの減りました分が、どういう形で600万か
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ら150万になったかというのを知りたいんですが、よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君） 初に、83 ページ、有害鳥獣捕獲の委託料でございますけれども、これにつき

ましては、立科町猟友会に有害駆除のお願いをしている委託料でございます。基本が40万円で

ございます。このほかに、罠の委託料が７万2,000円ほど、それから１頭、大型動物、シカ、イ

ノシシ等を仕留めていただいた場合は１万円でございまして、これが40頭分を見込んだもので

ございます。 

 それから 87 ページ、森林公園管理費の電気料についてでございますけれども、これは施設

を閉鎖しておりますけれども、ただ建物自体につきましては漁業協同組合のほうに委託をして、

現在も使っております。ということで、主な電気料につきましては、合併浄化槽の電気代になっ

てまいります。よろしくお願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）それでは、お答えをいたします。 

 雇用促進事業、昨年600万が、今年は150万という予算を計上してございます。この実績につ

きましては、平成23年度、現段階で該当者１名ということで、30万の支出は予定をしておりま

す。そういった実績の中から、昨年は20人分予定をいたしましたけれども、24年度当初の段階

では５名というような予定の形で計上をさせていただいております。そんな関係で、前年比減に

なっております。よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。９番、箕輪修二君。 

９番（箕輪修二君）43 ページなんですが、田舎暮らし楽園信州協議会、これは立科町は相当早い時期か

ら加入していて、今随分加入者が増えてきたと思うんですが、現在立科町は、ここのところ、県

の事業だと思いますが、どのようにどのくらいどういうような形でかかわっているのか。それか

ら、去年まではこれは２万円じゃなくて5,000円だったような気がしますが、それはどうなんで

しょうか。 

 それと、48ページ、これはページ振ってありませんが、48ページになると思いますが、この

地籍管理経費、これは図根点をまた出すというようなことだったと思うんですが、茂田井は２～

３年前に終わったと思うんですが、あとどこがどのくらい残っているのかということと、この前、

茂田井あたりも図根点を出したところ、板の棒のようなもので、リボンをつけてやってあります

が、随分飛んじゃったのもありますけれども、あの後はどういうふうにするつもりなんでしょう

か。 

 それと、81 ページの農業委員会の農業委員の和解の仲介委員というのは何をやる人で、たし

か昨年のところを見たら、３人で４回とかと書いてありましたが。ちょっと詳しく説明していた

だきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）お答えをいたします。 
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 田舎暮らし楽園信州の関係でございます。町は、この楽園信州のほうに加入をしております。

そんな中で、年に数回の会議がございます。そんな中で、加入されている皆さんからの情報を得

るというようなことと、ここへパンフレット等、町の情報を出しまして、情報発信に努めるとい

うことでございます。 

 それで、この楽園信州につきましては、平成24年度から加盟市町村の負担金が上がります。

従来5,000円でありましたが今度は２万円と、今年度からは２万円ということになっております。

これにつきましては、この楽園信州、田舎暮らしの事業に対して、楽園信州としても事業を拡大

したいということで、ちょっと正確な数字は持っておりませんが、従来400万ぐらいで動いてい

たものが1,300万ぐらいになるというような数字だったかと思います。そんな中で、楽園信州組

織が強化されるという中で、町も積極的にかかわっていきながら、情報発信、田舎暮らしを推進

していきたいということでございます。以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井総務課長。 

総務課長（笹井 茂君）48 ページの地籍管理費の関係ですが、地籍図の図根点の復元作業については、

今年、24年度で計画しておるのは、藤沢地区50点ほどです。昨年は、この復元作業を行いませ

んでした。これで終わりではありません。ただ、従来、あちこちに図根点はあるんですけれども、

いろんな工事等で飛んでしまったりしてなくなっているところはいっぱいありますが、その後、

また元通りというわけにもいきませんし、無断な形もありますので、その点についてはよく選ん

で、数は昔に比べるとちょっと落としてとんでしまっている点については、これからも随時行っ

ていくんですが、ただむやみやたらにやるというようなことはもう制御しているところでおりま

す。 

 それから、茂田井のほうでやった、リボンがついたままになっていたのはどうなっているのか

と、それらについても、測り出すときに、一応打った部分のものもあるようですので、道端にあ

るものはいつしか飛んでしまいますし、ある程度逃げた形の中へ、できるだけ永久のポイントと

して残しておきたいものでありますので、できるだけその辺のところは考慮した中で、手打ちを

しておるところであります。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）中澤農林課長。 

農林課長（中澤文雄君）お答えいたします。 

 この和解の仲介委員さんの４万6,800円の経費につきましては、3,900円掛ける３人の４回分

を想定しているものでございます。これにつきましては、毎月１回、農地相談会を開催してござ

います。大概の農地の問題、いわゆる貸借の問題ですとか、こういったことについてご相談にお

答えをしてるところでございます。 

 これがこじれた場合、甲乙という対人関係になるかと思いますけれども、これらの皆さんにお

集まりをいただいて仲介をしていくと、和解をお願いしていくというような経費でございまして、

23 年度の中ではこの実績はゼロでございます。大概、農地相談会で皆さん、納得していただい

ているというような状況でございます。よろしくお願いいたします。 
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議長（滝沢寿美雄君）笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）先ほど箕輪議員さんの田舎暮らし楽園信州の関係で、ちょっと私、金

額を間違えて申し上げました。今まで150万円であった事業費を1.600万円にするということで、

私のほうで間違えましたので、訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）町づくり推進課長と観光課長にお伺いしますけれども、シーナちゃんができまして、

シーナちゃんの、その利用方法を検討されているかと思いますけれども、そういうものはこの予

算の中に載ってきてないというふうに思いますけれども、何かそういうものは予算化しておかな

きゃいけないものがないのかということです。 

 それから、ロゴマークが完成したわけですけれども、例えばステッカーだとかピンバッジだと

か、そういうようなものの計画というものは、何かこの予算の中に反映をされてないんですけれ

ども、その辺についてはどういうふうにお考えなのか、ちょっとお伺いします。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井町づくり推進課長。 

町づくり推進課長（笹井恒翁君）お答えをいたします。 

 まず、予算化という関係でございますけれども、現在24年４月、来月から使用をしていくに

ついて、内部で検討をしております。それが確定をした段階で、当初予算には盛り込みできませ

んでしたので、補正等で必要があれば、お願いをしていきたいというふうに考えております。 

 それから、ロゴの関係で、ピンバッジであるとかステッカーであるとかという関係でございま

すが、23 年度の事業の中で、桃太郎旗であるとかジャンパー、それから帽子、それからあとロ

ゴのラベルについては、23 年度事業の中で作成をさせていただいてありますので、とりあえず

は24年度には計上してございません。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑ありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ここで昼食のため、暫時休憩とします。再開は１時30分からです。 

（午後零時10分 休憩） 

 

（午後１時30分 再開） 

 

議長（滝沢寿美雄君）休憩前に戻り、議事を再開します。 

 ここで、笹井総務課長より発言を求められていますので、発言を許可します。笹井総務課長 

総務課長（笹井 茂君）午前中の一般会計予算の中で、橋本議員さんのほうから質問のありました税金、

固定資産税のときに、私が非常に不明朗な説明をしてしまいました。私も調べて説明しますとい

うふうに答えればよかったなと思っておりましたが、非常に申しわけありませんでした。ついて

は、もう一度ちょっと説明をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 

 固定資産税の関係で、土地については、今年は何もしてないよというようなことで、非常に不
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明朗な答えをしてしまったわけですが、変動といいますか、内容について申し上げたいと思いま

す。 

 景気を反映しまして、宅地の地価については下落傾向にあるのは、ご承知のとおりであります。

これはマイナス要因ということであります。 

 それから、農地等から宅地に地目変更されている土地もあります。これについてはプラスとい

うことで、増額の要因となっております。 

 それから、もう１つあります。それは、現在の税の仕組みの中で、税負担の公平性という中か

ら、均衡化を重視した調整措置が講じられております。これはどういうのかといいますと、負担

水準が高い土地、これは税負担を引き上げたり引き下げたり据え置いたりすることのほかに、負

担水準が低い土地がありまして、そういう土地については税負担を引き上げていく仕組みとなっ

ております。こういった土地が実際にあるんですけれども、その場合には、評価額が多少下がっ

ても、課税標準額は上昇し、税額をアップするという現象が起きてまいります。こういった場合、

これは宅地でありますけれども、こういう宅地が一定割合存在しておりまして、これがプラス要

因となっております。 

 今の３つの要素の中に、マイナス要因、それからプラス要因がありましたが、これらをミック

スさせた中で、今回の数値が成り立っているということでございます。まことに説明不足で申し

わけありませんでした。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）今井町民課長より発言を求められていますので、発言を許可します。今井町民課

長。 

町民課長（今井正靖君）それでは、私のほうも橋本議員さんのほうから質問のありました結婚推進業

委の成果ということで、見合いの件数についてご回答させていただきます。 

 22と 23年度の２カ年ということで報告をさせていただきます。22年度でありますけれども、

相談件数19件、見合い件数１件、成立が１件ということであります。23年度でありますが、相

談件数46件、見合い件数12件、成立につきましては、先ほどもご報告いたしましたように、ゼ

ロという状況でございます。よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第10 議案第14号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第10 議案第 14 号 平成 24 年度立科町国民健康保険特別会計予算について

の質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第11 議案第15号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第11 議案第 15 号 平成 24 年度立科町後期高齢者医療特別会計予算につい

ての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 
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〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第12 議案第16号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第12 議案第 16 号 平成 24 年度立科町介護保険特別会計予算についての質

疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。11 番、橋本昭君 

11 番（橋本 昭君）11 番、橋本でございます。 

 介護保険について、昨日一般質問の中で山浦議員がただした部分がございますけれども、その

中で、今回の予算の中で、介護保険料が上がるという予算組みがされておりますけれども、基金

の繰入金はゼロというふうになっております。 

 介護保険改定に当たっては、その上げ幅を圧縮するために、基金の取り崩しによって、若干圧

縮幅を削減するというようなことも考えられるわけですけれども、きのうの中で、なぜそれをし

なかったかという問いに対して、町民課長のほうでお答えがありませんので、それについてお答

えをいただきたいということと、昨年までの基金残がわかれば教えていただきたいなと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）今井町民課長。 

町民課長（今井正靖君）お答えをいたします。 

 昨日の山浦議員の一般質問の中で、ちょっと私のほうで口足らずの部分があったかというふう

に思います。介護保険料の試算に当たりましては、平成24年度以降、26年度までの第３期の中

で、現在持っております基金の4,000万円を取り崩す計画でございます。期間中での取り崩しに

なりますので、当初予算には盛ってございませんけれども、4,000万円を取り崩して保険料に充

当するという考え方でございます。 

 それから、あわせまして、県の財政安定化基金から428万円でございますが、これにつきまし

ては当初予算のほうに県支出金で計上させていただいてありますけれども、県からの基金、支出

金につきましては平成24年度予算に計上させていただくと、同じく基金については保険料に充

当するということでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第13 議案第17号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第13 議案第 17 号 平成 24 年度ハートフルケアたてしな事業会計予算につ

いての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第14 議案第18号 
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議長（滝沢寿美雄君）日程第14 議案第18号 平成24年度立科町住宅改修資金特別会計予算に 

ついての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第15 議案第19号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第15 議案第19号 平成24年度立科町下水道事業特別会計予算につ 

いての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第16 議案第20号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第16 議案第 20 号 平成 24 年度立科町白樺高原下水道事業特別会計予算に

ついての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第17 議案第21号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第17 議案第 21 号 平成 24 年度立科町水道事業会計予算についての質疑を

行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第18 議案第22号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第18 議案第 22 号 平成 24 年度立科町索道事業特別会計予算についての質

疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）11 番、橋本です。 

 非常に索道事業は厳しいという中で、23年度の、この２月現在でも、累計で前年比72％、３

割近く落ち込んでいると、ピーク少し前の20年度と比べたらもっと落ち込んでいるという状況

の中での予算組みということで、非常に難しい予算組みをあれたというふうに理解はしておりま

す。 

 ただ、前期も非常に大きな欠損を出したというようなことで、果たしてこういう予算組みをし

ていいのだろうかと、実態と乖離する予算組みをしていいのだろうかというところに、甚だ疑問

を持つわけですけれども、その中で、費用については、収支に対しては、営業実績に対しては努

力目標ということで、これはある程度わかるわけですけれども、それに対する費用について、見

る限り、説明では誘客宣伝に力を入れる、宣伝費とか広告料で頑張っていくというようなことで
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の費用見込みをしておりますけれども、現実的には、索道事業での広告宣伝費は前年と変わらな

い。観光費の中で約400万ぐらい増加して、観光費の中での宣伝費を追加したということで、観

光費の中で、冬場の関係に関して、索道事業は夏と冬があるわけですけれども、特に冬場が今問

題なので、冬場の関係に関して、かなり観光費の中からも宣伝を回すというお考え方はちょっと

わかりませんけれども、その費用についてはわかったと。昨年の実績とほぼ同じようなものを、

費用予算はわかったと。じゃ、費用全体を圧縮するという努力をしているかといったときに、費

用全体は、職員の人件費、２名分が圧縮されているだけで、その他のことの内容についてはほと

んど変わらない。そういう費用構造だと、営業の達成をするという努力はわかるんですけれども、

また難しい予算になってしまったんじゃないかなというところで、本当にぎりぎりの費用の圧縮

とか、またはこの費用の中で、もう少しこういうやり方をすれば費用が削減できるんじゃないか

とか、またバスの運行も、また今年もやるわけですけれども、バスの運行も、ただバスを走らせ

ているというだけで効果があるのかとか、そういうものを本当に突き詰めて、この費用の見方を

したかというところについて、担当課長、またトップであられる町長のお考え方をちょっとお聞

きしたいと思うんですけれども。 

議長（滝沢寿美雄君）岩下観光課長。 

観光課長（岩下弘幸君）ご存じのとおり、前の全協でも、今年の索道事業の状況のご説明をさせていた

だいたところでございますけれども、スキー場、もともと雪のないところに雪をつくって、お客

さんに来ていただいてスキー場が成り立っているという状況の中で、スキー場経営というのは、

やはり天候にもとても左右をされると、それから曜日にも当然左右されて、連休が続くと収入が

伸びるというような状況も結果的には出ているという状況ですけれども、やはりスキー場をオー

プンして、一応４月の第１週までやっていくには、それなりの準備をして、雪をつくって、それ

から安全に運行ができて、それからサービス的にも、スキー場としてのサービス、パトロールや

なんかの充実も図りながらやっていくということが原則として、この会計自体が発生主義という

考え方の中でやってきています。 

 昨年の中で、今言われている、極端に予算に、去年と今年は同じなんですけれども、反映させ

ている部分につきまして、スノーマシンの雪づくりの関係で何とかならないかという形で、事前

に責任者を呼び、実績から見ると、20％カットの中で雪づくりを進めていただきたいということ

でお話し合いを持ってやってきていると。 

 オープンを12月 15日ということで決めてきたところの中では、天候、やはり寒くなってきて

から雪ができると。今までは第１週の土曜日という中でやってきたもんですから、オープン日に

間に合わせるには雪づくりが大変だったということもあったりして、その15日に決定したとい

うことによりますと、少し寒くなってから雪がつくれると、時間の余裕ができるというようなこ

との中で、今年はやってみたんですけれども、スノーマシンについては、20％カットの中で、賃

金、それから燃料費のほうも頑張っていただきたいという話をさせていただいてあります。 

 現実に、１月末ということで雪づくりをやめようとしたところ、大雨が降ったというような中

での苦心、それから人件費も、２人組になって雪をつくったりするわけですけれども、そういう
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ことの中で、その適気温・天気、それから水温、それから湿度、そういうものを見ながらの雪づ

くりでして、そこら辺の今までの蓄積を踏まえた中での雪づくりに徹底してきていただいたと。

現実には、ゲレンデの幅につきましても、やはり雪づくりする盤をつくっちゃわないと、４月ま

でもたないという中で、全面に雪をつくるという形をとってませんで、自然雪の部分と、それか

らつくっていこうと。４月８日までのスキー場閉鎖までの間、きちんとお客さんを受け入れるだ

けのものはつくっていきたいというような考え方の中でやっていまして、経費削減を全然してな

いということではなくて、ここには出てきませんが、今言った免税軽油の関係もあります。これ

についても、多分昨年よりは１万リッターほど削減ができているんではないかと、そんな感じで

思っていますけれども、逆に言うと、その部分、逆に雪づくりのほうで、違うほうでの経費がか

かっちゃうと、なかなか難しい部分がありまして、一概にこの部分はこうでしたということが、

今のこの時点ではまだ言えませんけれども、そういうところで苦心はしているということです。 

 それから、圧雪のほうもそうでして、今言う、ゲレンデを、きちんとお客さんを受け入れをす

るには、昨日、一昨日のようにあったかくて、全面アイスバーンになってしまいますと、お客様

は滑れない状況になっちゃいまして、きのうなんかもそうだったんですけれども、時間を少しお

くらせて、圧雪車でミルをかけて滑れるような状態にまでするということについては、またその

皆さんに圧雪車を動かしてもらってお客さんの受け入れをすると。そんな中では、やはりなかな

か経費削減というのが難しい部分がございまして、それを怠っちゃうと来年からお客さんが来な

いというようなことも考えますれば、やはりそれだけのサービスをしないといけない。痛し痒し

の部分がございまして、こんなような形になっています。 

 それから、お客さんが少ないときにはリフトをとめるというようなことについても、職員の中

でも、当然それは徹底をしてきていまして、それなりの対応はしていますけれども、まだまだ甘

いと言われれば、それまでですが、国際スキー場では第２リフト、それから２ｉｎ１のほうにつ

いては第１をとめるというようなことの中で、今後についての、お客さんが少ないときにはそん

なようなことも考えていくべきかなと、そんなふうに考えております。 

 ですので、今回、この予算につきましては、そういうことも見ながらの予算ではございますけ

れども、その中でお客さんに来ていただいて、いいスキー場だというふうに見ていただけないと、

どんどんお客さんが減っていくという中では、やはりこのぐらいの経費は必要かなと。削減につ

いては、たくさんのものの中でいろいろ考えているところなんですけれども、今はこんなような

予算になっちゃっているということで、ご理解をいただければと思いますが、以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）小宮山町長。 

町長（小宮山和幸君）今、観光課長が申し上げましたような、こういう予算でございますけれども、私

自身はもっと深刻に考えております。この何年か見ても、収支バランスはとれないわけです。こ

の収支バランスを、予算を編成する、この会議で予算をバランスをとれということになりますと、

前年実績の収入金額に合わせた事業を使うということです。それでよろしければ、そういう予算

を立てるんです。 

 今日は一般質問じゃないから、橋本議員さんにもぜひご意見を述べてもらいたいが、そこの部
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分は、今年のあいさつでも申し上げましたように、町民的な議論が必要じゃないかというところ

までいっているんです。ですから、例えば赤字予算を組むか、先ほど言ったように入金によるバ

ランスをとるか、町としてどうするかというところに来ていますから、非常に苦しいんです。そ

のことを理解しながら、実はこの予算を検討していただきたい。これは、どこの経営するところ

も、それに近いんですよ。 

 そして、もう１つ、バスのことがあります。これは、シーズンやったって、フルに来ても2,000

人ぐらいなものなんですよ、スキー客で来るのはね。私にしてみれば、これを始めたときは、少

なくても2,000人のお客さんが来ればいいなと思っていたの。お客さんというか、宿泊がとれれ

ばいいと思っていたの。ところが、現実には宿泊で使ってくれる方は少ないようです。 

 今年の実績を再度分析しまして、当初予算では1,000万のシャトルバスの予算を上げています

けれども、内容によっては、来年はやりません。その分、何をするかということですよ。あとは、

今努力しようとしているのは、人件費を削減するかリフトをとめるか、燃料がもったいないから

スキーで雪をまくのをやめるか、そういうところに来ちゃうんですね。今までと同じように、フ

ル装備でスキー場を動かすと、これだけの経費がかかって、恐らくこの経費のかかる、縮減する

のは限界に近づいています。 

 そのことから理解をしていただいて、地域の観光業の皆さん、地域の人たちがどういう判断を

これからやっていくかというところに落ち着いてくるんですよ。そういう意味で、今回の予算は

見ていただきたい。今の予算は、赤字であっても続けていこうという予算ですよ。ぜひ、その辺

のところを大いに議論していただきたい。その結果、町は動くでしょう。よろしくお願いします。 

議長（滝沢寿美雄君）11 番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）今の町長のお話、まことにそのとおりだと思います。そういうことでありますがゆ

えに、前々から私が指摘しておりますシーズン終了後、地域の観光事業者と来年度に向かっての

対応策等々について、しっかりと議論をする場を設けていただきたいなと。地域一帯が、やはり

索道事業全体を支えるというような形で、ともに頑張っていかなきゃいけないわけですから、早

速シーズン終了後、地域との意見交換会等を担当課長に指示をいただきたいなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。10番、宮下典幸君。 

10 番（宮下典幸君）質問する中身は、真実がちょっとわからないんですけれども、職員、今回削減して

いい経営をしようという試みがあるわけですけれども、今年、23 年度の臨時職員の採用という

んですか、その関係で町外の皆さんを採用しているのが多いというような声を聞いているんです

が、今のように、経営を完全に安定化するにも、町民の皆さんの努力、職員の意気込みも大事で

すけれども、そういう中で地元の臨時職員を採用するということは大変必要だと思うんですが、

どうも町外の皆さんがかなりいるというような情報を得ているんですけれども、その辺はどのよ

うに考えておられるか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）岩下観光課長。 
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観光課長（岩下弘幸君）町内・町外の臨時の皆さんの名簿がここにございませんで、その詳しくはよく

わかりませんけれども、リフトは公募をしている状況ではございません。臨時職員の中にもたく

さんいらっしゃいまして、リフトに従事される方、それから雪をつくってもらう方々、それと圧

雪をしてもらう方々、それとパトロールの方々、それからキッズですとか、そういうボードの関

係する皆さんとか、大勢いらっしゃいまして、その中で、今先ほど言いましたように、雪をつく

る皆さんは、今までずっとあそこに、例えば次は国際につきましても、それだけのノウハウのあ

る方々、それから気象条件、それからそういうものをよく判断ができているといいますか、今ま

での蓄積のある方々にお願いをしています。 

 現実には、雪をつくる方々については、今言うような中では、町内・町外の方、当然いらっし

ゃいます。特に、遠いところですと、諏訪、それから御代田の方、この方々については、ほとん

ど農家の方ですか、野菜をつくられている方々が、ここ何年かずっと来ていただいている。そう

いう皆さんについては、もうこのスキー場を隅から隅までよく知っていらっしゃって、よい仕事

をするような部分です。そういう方々の中には、当然町外の方々もいらっしゃいます。 

 それから、圧雪の方々についても、あのスキー場は、夜、それからミルをかけたりゲレンデを

ならしたり圧雪をしたりというようなことをやっていただいていますけれども、この方々も若い

方で、それなりのずっと経験のある方、そうしますと町内だけでは賄いきれません。その中に、

町外の方々もいらっしゃいます。これは、新しい方というのはほとんどいません。今までから、

ずっと来ていただいている方々です。 

 それから、リフトにつきましても、ゴルフ場に勤められている方々が冬場に来ていただくとか

という、そういうことで、50人、60人という方がいらっしゃいますけれども、その方々につい

ても、新しいという方は何人もいらっしゃいません。というのは、今まで経験のある方々で班編

成をして、リフトに責任を持っていただいたり、そういう役割をしていただいていますので、そ

の方々は、知っている方々ですとか、そういう方が新しく入ってくる以外については、今までず

っと、結構長い間、来ていただいている方々が多いですね。今年につきましても、新しくという

方々は、ほとんどいらっしゃいませんでした。そんなような状況の中では、以前から、全部合わ

せると100人近いかなとは思いますけれども、そういう方々にご協力をいただいてスキー場が成

り立っているというふうに考えています。 

 町内より町外の方が多いという言い方は、ちょっと何なんですけれども、前の年の状況を見な

がら、それから定年の年を見ながら、若い方にぜひというような考え方を持っています。それか

ら、今年は２月いっぱいですか、総務課のほうでリフトに従事していただける方という公募もし

てあります。そんな中で、急に足りなくなった場合については、その応募していただいている方々、

面接をしながらリフトのほうについていただくと、そんなような形をとっています。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）10 番、宮下典幸君。 

10 番（宮下典幸君）内容はよくわかりました。いずれにしても、そういう声が聞こえるということは、

今、課長が説明されたような形をよく知らない方、私もそうですが、そういうことで不安を持っ
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ている人もいるんですよね。どうして地元の人を使わないんだということを、やはりせっかくこ

の索道事業、こういう厳しい中でみんなで手を取り合い、いいスキー場にする意味では、そうい

うことをしっかり伝えていただくような、そういうことも必要ではないかと思いますので、今橋

本議員からお話がありましたように、終わった後、そういうつながりを持って、皆さんと一緒に

次のスキー場の健全化に向けての、そういう話し合いとか、そういうものをぜひやって、みんな

がその状況がわかるような、そういう対応をしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。５番、西藤努君。 

５番（西藤 努君）観光課長にちょっと教えていただきたいと思います。私がちょっと聞いた部分では、

リフトの従事者、ゴルフ場とか、季節的な方が携わっているということでお話があったんですが、

このリフトに携わるに、何かその取扱資格というか、そういうのがなきゃいけないんだけれども、

皆さん、それがある人がやっていると思うよと、こういうふうに聞いたんですが、その辺、安全

的にも関係する部分ですので、実際このリフトの従事者にはそういう資格が必要なのか、それと

も１名か２名あればできるのか、その辺はどのような感じなのか、ちょっと教えてください。 

議長（滝沢寿美雄君）岩下観光課長。 

観光課長（岩下弘幸君）リフトに従事するというのは、各運輸局のほうへ届け出なりが必要です。何人

がいると、例えば乗客係、運転係、監視係、そういう形、それは各リフトを回すに対しての人員

でして、そのほかには、各リフトごとに索道主任、それからその上は各スキー場に１名ぐらいず

つ必要だというのは、索道主任技術者という方々がいらっしゃいます。その方については、経験

のある方で、なおかつ運輸局へ届け出をしてあります。それから、一番上は安全統括管理者とい

う方がいると。 

 そのリフトについてはそういう方々、例えば安全統括管理者というのはどういう方がというこ

とになりますと、まず一番先に経営権といいますか、経営に携わっていて、例えば社長さんに、

経営者に対して意見を申すことができる、それから予算をつけたりすることができる、そういう

立場にいる方でないといけません。それから、その次は、索道に関しまして３年以上の経験がな

いとだめです。本来ですと、今言う技術管理者的な方々が経営に参画をしてくるような立場にあ

りますと、そういう資格が持てると。それも、局のほうへ届け出がされて、承認されませんとだ

めです。今言う、一番大きなものは、その安全統括管理者と技術管理者という方々になります。

これについては、当然立科町は大きいスキー場ですので、それから夏冬を通してのゴンドラの運

行があるということですので、その届け出はしてあります。 

 たまたま、今年退職される方が安全統括管理者でいらっしゃったんですけれども、その方の代

わりということでは、一応届け出は、観光課長、私がというようなことを、事前に局のほうと話

し合いを持ちながら進めてくると、その中ではどうも私以外にはないかなというようなことの

中で、今進んできていますけれども、そんな資格が必要だということでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。11番、橋本昭君。 

11 番（橋本 昭君）先ほどちょっと質問を忘れまして、12月の定例会では、免税軽油制度の意見書をお
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願いをして、今それがどういう動きになって、これがこの予算の中で、免税軽油制度が廃止され

たら、かなり大きな費用負担をしてしまいますけれども、それは反映された予算なのか、倍の予

算なのか、その辺だけちょっとお伺いします。 

議長（滝沢寿美雄君）岩下観光課長。 

観光課長（岩下弘幸君）議会にもお諮りをして、免税軽油の反対を国のほうにも出していたという状況

でございまして、この結果、どうも私のほうから情報が皆さん方に伝わってなかったら大変失礼

でございましたが、スキー場産業は地域の経済や雇用の維持を、重要な役割を果たしているとい

うことの中で、この免税軽油の制度は延長になりました。それによって、去年と同じ範囲の免税

軽油の予算にしてあると、そういうことでございます。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第19 議案第23号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第 19 議案第 23 号 平成 23 年度立科町一般会計補正予算（第５号）につい

ての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。10 番、宮下典幸

君。 

20 番（宮下典幸君）23 ページですが、保育所建設費ということで質問いたします。 

 工事請負費の請負費709万ということで、この説明を先ほどしていただいたんだけれども、十

分わからなかったもんで、説明を再度お願いしたいのと、これで排水路というようなことも言っ

ていたんですが、これは造成の中に含まれる費用ではないかと思うんですが、それも含めて、ご

説明をお願いしたいと思います。 

議長（滝沢寿美雄君）笹井教育次長。 

教育次長（笹井伸一郎君）この工事請負費につきましては、ここにあります交通安全対策交通費という

ことで、4,200 万ほど見込んでおります。 

 それから、排水路の改修工事、これにつきましては、造成地から土地改良区の関係の用排水路

を、実は排水の関係で使わせていただくようになっております。そこへの水の量が増えるという

ことの中で、道路横断をして、そこから先、傾斜があるんですけれども、据え付けるところまで

の工事費を、今回見込ませていただいたということでございます。 

 それから、９万円につきましては、有線、それから電話の引込工事が９万円ということで、合

計709万円でお願いしたという内容でございます。 

 以上です。 

議長（滝沢寿美雄君）ほかに質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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◎日程第20 議案第24号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第20 議案第 24 号 平成 23 年度立科町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第21 議案第25号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第21 議案第25号 平成23年度立科町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第22 議案第26号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第 22 議案第 26 号 平成 23 年度ハートフルケアたてしな事業会計補正予算

（第４号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第23 議案第27号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第23 議案第 27 号 平成 23 年度立科町住宅改修資金特別会計補正予算（第

１号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第24 議案第28号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第24 議案第 28 号 平成 23 年度立科町下水道事業特別会計補正予算（第４

号）についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第25 議案第29号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第25 議案第 29 号 平成 23 年度立科町水道事業会計補正予算（第４号）に

ついての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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◎日程第26 議案第30号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第26 議案第30号 平成23年度立科町索道事業特別会計補正予算（第２号）

についての質疑を行います。質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎日程第27 請願第１号～日程第29 陳情第２号 

議長（滝沢寿美雄君）日程第27 請願第１号 年金2.5％の削減の中止を求める請願書から、日程第 29 

陳情第２号 若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見書（案）の採択を求める陳情書

まで、３件についてご意見をお持ちの方の発言を許します。ご意見はございませんか。 

〔（なし）の声あり〕 

 意見なしと認めます。これで意見を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております、議案及び請願、陳情については、お手元に配

付しました議案付託表及び請願・陳情文書表のとおり、各常任委員会へ付託したいと思います。

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、お手元の議案付託表及び請願・陳情文章表のとおり、各常

任委員会へ付託することに決定しました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

（午後２時11分 散会） 


